
福島県における
動物の愛護及び管理の取組みについて

福島県食品生活衛生課



■ 犬猫の収容等に係る根拠法令

無登録、未注射、鑑札等未装着の犬

飼い犬・飼い猫
所有者不明の猫※

所有者不明の子犬

狂犬病予防法

動物の愛護及び管理に関する法律

犬による危害の防止に関する条例

引取り拒否

猫が自力で餌を摂取し生存できる場合
親猫が育てている子猫の場合
駆除目的で捕獲された猫の場合
所有者がいると推測される猫の場合

※ただし、

けい留されていない犬
いわゆる迷子犬・放浪犬等
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■ 福島県の犬と猫の収容数と殺処分の状況

犬の収容数

R5の状況 (猫)

収容 1,455

返還 8

譲渡 515

殺処分 930

R5の状況 (犬)

収容 370

返還 200

譲渡 114

殺処分 60



引取り数
処分数

返還 譲渡 殺処分

飼い主から
成犬 71 29 36

子犬 3 3 0

所有者不明
（捕獲含む）

成犬 286 200 74 20

子犬 10 0 8 4

■ R5 福島県の犬の引取りと処分の数

放浪・迷子犬等の捕獲が主

大半は返還・譲渡

譲渡に適さない⇒殺処分

攻撃性 (咬み癖) がある
治療困難な病気・老齢等



引取り数
処分数

返還 譲渡 殺処分

飼い主から
成猫 472 91 377

子猫 200 100 102

所有者不明
成猫 117 6 30 84

子猫 666 2 294 367

■ R5 福島県の猫の引取りと処分の数

飼えなくなった成猫
飼い主の入院・要介護・死亡
多頭飼育崩壊

成猫の譲渡は難しい
(育った環境から離され)
神経質・臆病・攻撃的な子が多い

生後間もない子猫が大半
世話 (人工哺乳等) が非常に大変
死亡率も高い

外猫が生んだ子猫



•不適切な飼育（不妊手術をしないまま屋内外自由飼育等）

猫♀：

■猫の繁殖力は非常に高い

生後４～１２ヶ月で性成熟
交尾でほぼ100%妊娠
１回で４～８匹出産
１年で２～４回出産可能





■ 犬の引取り数削減のために

犬逸走原因事例集を作成しました
動物愛護センターのWebサイトにも掲載中です
是非ご覧ください！

飼い主さんが日頃から対策を取ることが重要！



■ 猫の引取り数削減のために



■ 福島県動物愛護管理推進計画

• 動物の愛護及び管理に関する法律で規定
• 動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画
• 都道府県が定めなければならない

動物愛護管理推進計画とは

福島県では10年間の計画を作成
5年毎に見直しを実施

令和６年3月改定

・県の現状と課題
・国の「基本指針」



■ 福島県動物愛護管理推進計画

1. 計画に関わる様々な立場の者の役割と責務を明記
2. 地域猫活動（猫の個体数管理活動）への支援実施
3. 引取り削減のための関係機関等との連携強化
4. 動物愛護推進員の委嘱及び動物愛護推進協議会の設置
検討

5. 特定動物の飼養者に関する安全確保の促進
6. 老朽化が進む２カ所の犬・猫保護管理所の在り方検討

令和６年3月改定の主な内容



■ 福島県動物愛護管理推進計画

1. 計画に関わる様々な立場の者の役割と責務を明記

県民の役割

多様な価値観の存在を認め、互いに尊重する

人と動物の調和のとれた共生社会の実現

動物の飼い主の責務

法令の遵守 終生飼養

多頭飼育崩壊

を防ぐための

繁殖制限措置

地域社会の

ルール遵守



■ 福島県動物愛護管理推進計画

住民が主体となって地域の猫を管理する活動

2. 地域猫活動（猫の個体数管理活動）への支援実施

• 活動主体に対する必要な助言及び指導
• 地域住民に対する活動目的の啓発・周知 (チラシの回覧等)
• 不妊去勢手術のために必要な猫捕獲器の貸出し
• 猫の不妊去勢手術及び耳カット

地域猫活動

動物愛護センターがバックアップ



■ 福島県動物愛護管理推進計画
3. 引取り削減のための関係機関等との連携強化

動物ふれあい活動等の支援
資質向上のための研修会等の実施

動愛法違反疑い等における
相談・通報・告発・捜査協力

獣医師会
民間団体

福島県 市町村

福祉関係
機関教育機関

犬の登録、適正飼養の普及啓発
不妊去勢手術費用の補助

ボランティア

警察

獣医療等の専門性が高い取組
(不妊去勢手術、マイクロチップ装着)

多頭飼育等の背景にある
経済的困窮者や社会的孤立者への支援

身近な動物等に関する
児童や教職員の理解度向上

引取り数

飼い主から
成猫 472

子猫 200

所有者不明
成猫 117

子猫 666



現状を改善するため、担当者一同、一層励んでまいります。

今後とも、動物愛護行政へのご意見・ご協力をよろしくお願いいたします。


